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Iはじめに

現行の学習指導要領は小学校および中学校においては平成20年3月に告示され、高等学校に

おいては平成21年3月に告示されている。「体つくり連動」は、小学校、中学校、高等学校の体

育において必修とされており’）2）3)、今回の改訂によって小学校低学年及び中学年も単独単元と

しての体つくり運動が求められる』)。単独単元としては、少なくとも5，6単位時間以上で構成

される必要があり、中学校においては各学年とも7単位以上実施することと明記されている5)。

小学校においては平成23年4月より完全実施とはなったものの、今回の改訂によって、新たに

体つくり運動が導入された小学校低学年及び中学年においては、特に実施内容についての検討が

必要となる。小学校高学年から中学校、高等学校においては、「体つくり運動」は、「体ほぐしの

運動」と「体力を高める運動」とによって榊成されている。新たに加わった小学校低学年と中学

年においては、低学年が「体ほぐしの運動」と「多様な動きをつくる運動遊び」（1，2年生)、中

学年が「多様な動きをつくる運動」（3，4年生）で構成されている。低学年・中学年における「多

様な動きをつくる運動（遊び)」とは、「体のバランスをとる運動｣、「体を移動する運動｣、「用具

を操作する運動｣、「力試しの運動｣、そして3，4年生の中学年においてはこれらに加えて「基本

的な動きを組み合わせる運動」で構成される。このような中で、文部科学省では完全実施前の平

成21年度の移行期間に合わせて「多様な動きをつくる運動（遊び）パンフレット」（2008）を作

成し6)、全国の小学校教諭に配布した。愛知県教育委員会では、体力づくり推進事業に関するこ

ととして、「全国体力・運動能力、運動習慣等調査」に基づく子どもの体ﾉﾉ向上支援事業（学校に

おける支援事業）において、体力向上運動プログラムを作成し、リーフレットおよびDVDを作

成（2011）し7）B)、そして識習会を実施した。また、体育スポーツ課の事業として、教育職員の

学校体育の研修に関することとし、学校体育に関する研修会や講習会等を開催し、教員の資質向

上を図るとし、特に、小学校の体育指導教員と中学校・県立学校の保健体育科教員を対象とした

体育スポーツ実践講座を開催し、児竜生徒の発育・発達段階に応じた体育指導ができる教員の青
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